
各種無料相談
　毎月各種相談窓口を設置して、皆さんからのご相談に応じています。予約が必要な場合があります。
　詳しくは、電話で問い合わせるか、広報紙または市ホームページでご確認ください。

相談名 相談内容 相談日時 場所・問い合わせ先など 備　考

行政相談
行政相談委員による、行
政（国・県含む）に対する
苦情などの相談

本
原則、第1・第3木曜日
（市役所閉庁日を除く）
午前9時～11時30分
松
原則、第1月曜日
（市役所閉庁日を除く）
午後1時30分～4時

本 福祉課

法律相談 弁護士による法律相談
本
原則、第1・第3金曜日
（市役所閉庁日を除く）
午後1時～4時

本 福祉課 要予約

人権相談
人権擁護委員による、人
権の侵害に関する悩み
ごとなどの相談

本
原則、第3木曜日
（市役所閉庁日を除く）
午後1時30分～3時30分
松
原則、第3金曜日
（市役所閉庁日を除く）
午後1時30分～3時30分

本 福祉課

DV相談
配偶者や恋人からの暴
力（DV・デートDV）に
関する相談

月～金曜日
（祝日・年末年始を除く）
午前9時～午後4時30分

安中市配偶者暴力相談支援セ
ンター
☎ 027-329-6646

若者就職活動個別相談
（出張サポートステー
ション）

働くことを踏み出すた
めの相談（15歳～49歳
の人が対象）

原則、第1火曜日
（市役所閉庁日を除く）
午前10時～正午

本 福祉課
問合せ：�ぐんま若者サポートス

テーション�
☎ 027-233-2330

要予約

離婚前後の悩み・養育
費相談

司法書士による公正証
書等作成、財産分与、慰
謝料など離婚に関する
相談全般

本
原則、第2火曜日
（市役所閉庁日を除く）
午後1時～4時

本 福祉課 要予約

消費生活相談
悪質商法など消費生活
上のトラブルや疑問に
関する相談

毎日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～午後4時30分

市消費生活センター
旧本庁舎敷地内
☎ 027-382-2228

外国人相談 外国人を対象とした生
活に関する相談

毎日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～午後5時 本 地域づくり課

相談いろいろ
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本庁舎本 松井田庁舎松 谷津庁舎谷 安中しんくみスポーツセンタース碓氷川クリーンセンターク

相談名 相談内容 相談日時 場所・問い合わせ先など 備　考

ことばと発達相談室
就学前の子どもの言葉
の発達や心配ごとにつ
いての相談・指導

火・木・金曜日（市役所閉庁日を除く）
午前8時30分～午後4時30分

谷 ☎ 027-345-3015
本 福祉課 要予約

無料税務相談
相続税や贈与税、土地・
建物を売った場合の税
金など（関東信越税理士
会高崎支部主催）

本 4月～12月の月1回
松 8月・10月・12月に各1回
※相談日は電話でご確認ください。
午後1時～4時（1組30分程度）

本 税務課
松 住民福祉課 要予約

ひきこもり相談 ひきこもりに関する相談 毎日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～午後4時 本 福祉課 要予約

生活支援相談 生活困窮に関する相談 毎日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～午後4時 本 福祉課 要予約

心配ごと相談 日常生活上の悩みごと
相談

第2木曜日（国民の祝日を除く）
午前9時～11時30分

場所：地域福祉支援センター
問合せ：�安中市社会福祉協議会�

☎ 027-382-8397
要予約

こころの健康相談
統一ダイヤル

自殺予防に関する電話
相談

月～金曜（祝日・年末年始を除く）
午前9時～午後10時 ☎ 0570-064-556

群馬いのちの電話
電話相談

いのちの電話とは、「い
つでも」「どこからでも」
「だれでも」「どんなこと
でも」相談できる電話相
談です

毎日午前9時～午前0時、
第2・4金曜日
午前9時～翌日の午前9時
（24時間対応）

☎ 027-212-0783

自殺予防いのちの電話
死にたいつらさ受け止
めます

毎月10日
午前8時～翌日の午前8時
（24時間フリーダイヤル）

☎ 0120-783-556
（フリーダイヤル）

よりそいホットライン
（LGBTなどの性的少
数者に関する相談）

LGBTなどの性的少数
者（同性愛者、両性愛者、
性同一性障害など）に関
する悩みごと相談

24時間フリーダイヤル

☎ 0120-279-338
音声ガイダンスが流れます。
4番がセクシュアルマイノリ
ティ専門回線です。
一般社団法人�社会的包摂サ
ポートセンター

成年後見制度
専門職相談

成年後見制度に関する
相談

毎月第1金曜日（国民の祝日を除く）
午後1時30分～3時30分
（1人あたり1時間）

場所：地域福祉支援センター
問合せ：安中市社会福祉協議会
　　　　☎ 027-382-8397

要予約

家庭児童相談
（電話相談・来所相談）

子育ての心配ごとなど
こどもに関するさまざ
まな相談

月～金曜日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～午後4時

本 こども課
☎ 027-382-8005

来所相談
の場合、
要予約

青少年相談 非行、登校拒否、いじめな
どに関する相談

来所相談または電話相談
月・火・水・金曜日（市役所閉庁日を除く）
午前9時～正午、午後1時～2時

松 青少年センター
（教育委員会生涯学習課内）
☎ 027-393-4777

来所相談
は
要予約

ゆりかごコーナー 出生届時の各種手続きに
係るワンストップ窓口

本
毎日（市役所閉庁日を除く）
午前8時30分～午後5時15分

本 市民課

よりそいコーナー 死亡届後の各種手続きに
係るワンストップ窓口

本
毎日（市役所閉庁日を除く）
午前10時・午後2時・午後3時30分

本 国保年金課 予約優先

起業・創業・事業承継
相談会

起業や創業、事業承継に
関する相談

原則、7月・9月・11月・1月・3月の
第2木曜日
※�相談日は市ホームページや電話
でご確認ください。

本 商工課 要予約
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